
高齢者雇用対策に関する行政評価・監視結果（要旨）

勧告日 ：平成14年3月8日
勧告先 ：厚生労働省
実施時期：平成12年8月～14年3月

［行政評価・監視の背景事情等］
○ 近年、我が国では、急速に高齢化が進行し、平成２２年には、労働力人口（

６，７３５万人）の約５人に１人が６０歳以上の高齢者で占められると予想。また、厚生
年金は、最終的には６５歳（平成１３年度６１歳（老齢基礎年金））からの支給が決定 

このような状況の下、６５歳まで働けるような雇用環境を早急に整備していくことが
重要な課題

○ このため、国は、高齢者雇用対策として、事業主に対して６５歳までの定年の引上
げ等の努力義務を課し、助成金を支給。公共職業安定所等は、その導入促進を実
施 

また、公共職業安定所、雇用・能力開発機構等は、個々の高齢者の雇用を確保す
るため、高齢の求職者への職業相談・職業紹介や職業能力を開発する訓練等を実
施

○ 調査対象機関： 厚生労働省、都道府県労働局（２３）、公共職業安定所（２４）、
雇用・能力開発機構、関係団体等

○ 担当部局 ： 行政評価局、管区行政評価局（７） 、四国行政評価支局、行政
評価事務所（１５）

［調査結果］
１ 高齢者の雇用確保措置の促進

(1) 定年の引上げ、継続雇用制度の導入又は改善に係る公共職業安定所等におけ
る業務の適切な実施
・ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和４６年法律第６８号）では、
６５歳未満の定年（６０歳未満定年を定めることは不可）を定めている事業主に
対し、定年の引上げ、継続雇用制度の導入又は改善等６５歳までの安定した雇
用の確保を図るために必要な措置を講ずるよう努力義務を課している。

・ 同法においては、都道府県労働局、公共職業安定所（以下「安定所」とい
う。）及び高年齢者等雇用安定センター（以下「都道府県協会」という。）は、事
業主に対し、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の促進に係る助言・指導
を行うものとされており、また、高年齢者等職業安定対策基本方針（平成１２年
労働省告示第１００号）では、その充実と積極的な取組が求められている。

○ 平成１３年１月現在、希望者全員について６５歳までの雇用を確保している企業
の割合は、２８％にとどまっている（厚生労働省の「雇用管理調査」（従業員３０人
以上規模の企業を抽出して調査）結果）。

○ この一因として、定年の引上げ、継続雇用制度の導入に係る合理性・メリットや
各種問題・懸念が解消可能であることが、事業主に十分理解されていないことが
挙げられる。

○
厚生労働省は、労働局に対し、安定所が行う定年の引上げ、継続雇用制度の

導入等に係る指導・助言のための企業訪問に際しての高年齢者雇用アドバイザ
ー（都道府県協会が社会保険労務士等を委嘱）を同行させるための年間利用計
画を作成するよう指導。しかし、平成１１年度において、２３労働局のうち５労働局
は計画を未作成。また、２４安定所のうち３安定所は、同アドバイザーを管理して
いる都道府県協会との連携を図っていないため、同アドバイザーの同行実績がな
く、訪問企業（１０１社）において、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等を行った



例は、皆無

《勧告要旨》

1. 希望者全員について６５歳までの雇用を確保していない企業に対し、定年の
引上げ、継続雇用制度の導入に係る合理性ないしメリットの浸透、各種問題・懸
念の解消に重点をおいた啓発・広報活動を推進すること。

2. 都道府県労働局において、都道府県協会と協議した上での年間利用計画の
作成の励行、安定所職員の企業訪問に際してのアドバイザーの同行等につい
て徹底すること。

(2) 各種助成金等の効果的支給
ア 各種助成金等の支給状況等

高齢者の雇用の安定を図るための国の助成金等（１３種類）は、平成１２年度
決算総額では２，１８３億円
＜事業主に対して支給されている助成金等の例＞
・ 継続雇用制度奨励金 ：定年の引上げ、継

続雇用制度の導入
及び定着の促進

・ 多数継続雇用助成金 ：高齢者の多数雇用
の促進

・ 特定求職者雇用開発助成金（高年齢者分） ：就職が特に困難な
者の雇用機会の増
大

○ 高齢者雇用に係る各種助成金等については、毎年度不用額が生じており
（平成１２年度は９助成金で１３３億円）、中には支給実績が無いものあり（在
職求職高年齢者等受入給付金（予算額２７億円）等）

○ 雇用保険財政が厳しい中で、継続雇用制度奨励金の支給額は年々増加
し、財政圧迫の要因となることが懸念。また、同奨励金の１事業主当たりの支
給額（単年度当たり最高３００万円）の水準が、定年の引上げ、継続雇用制
度導入のインセンティブとして適切であるか否かについて検討の余地あり

○ 特定求職者雇用開発助成金（高年齢者分）は、対象労働者を支給対象期
間（雇入れ後１年間）経過後も引き続き相当期間雇用することが確実である
と認められる事業主に支給されるものであり、その趣旨は、対象労働者の雇
用を相当期間確保することにあるが、１年以内の離職が２割

イ 助成金等の支給申請手続の改善
厚生労働省は、特定求職者雇用開発助成金（高年齢者分）の申請書を提出

する事業主に対して、出勤簿、賃金台帳及び労働者名簿の３種類の書類並び
に管轄安定所の長が必要と認める書類等の添付を求めている。

○ 調査した１８安定所が、特定求職者雇用開発助成金（高年齢者分）の第１
期申請（年２回の支給における最初の支給申請）に際して、管轄安定所の長
が必要と認め、当初から添付させている書類は、１５種類

○ これら添付書類のうち、「雇用契約書」、「特定求職者の雇用に関する証
明」等８種類は、審査に際して、他の添付書類では事実確認ができない場合
にのみ添付を求めることで足り、当初から一律に添付させる必要性無し（１２
所）

○ また、「雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び標準報酬決定通知
書」、「安定所からの特定求職者雇用開発助成金に係る通知文書」等３種類
の情報は、安定所におけるコンピュータシステムに入力されており、これを活
用することで添付不要（１４所）

《勧告要旨》

1. 各種助成金等の効果的な活用を図る観点から、不用額の発生要因や支給の



実態について分析・評価し、予算規模、支給要件、支給額の見直し等助成金の
在り方を検討すること。

2. 特定求職者雇用開発助成金（高年齢者分）の申請書添付書類の簡素化を図
ること。

２ 高齢者の再就職の促進及び就業機会の確保
(1) 公共職業安定所における求人開拓業務の適正な実施

厚生労働省は、一般職業紹介業務取扱要領（平成６年７月１日付け職業安
定局長通知）により、安定所に対し次の事項を指示
1. 求職者のニーズを十分把握し、その内容を分析する等して求人開拓計画を

作成すること
2. 求職と結合しないまま求人の有効期間が満了に至った等の「未充足求人」

については、充足に至らなかった原因について十分に検討を加え、事業主に
対して充足のための相談・援助を行うこと

○ 調査した２４安定所のうち４安定所は、求人開拓計画を未作成で、開拓実績
も低調

○ 過去に安定所を経由した求人実績が多く、最近においても求人ニーズがある
と思われる事業所を優先的に訪問する等、求人開拓方法に工夫を凝らしている
のは１安定所（相当な開拓成果あり）

○ 未充足求人の原因の分析・検討を行っているのは２４安定所のうち１０安定
所

《勧告要旨》
安定所において、求職者のニーズや開拓した求人に係る分析、その結果を踏ま

えた適切な求人開拓計画の作成及び未充足求人の原因の分析・検討など一般職
業紹介業務取扱要領で定める業務について、その確実な実施を指導徹底するこ
と。

(2) シルバー人材センターにおける就業機会の公平の確保
厚生労働省は、都道府県に対し、「シルバー人材センターは、仕事を、会員の

能力と希望に応じて公平に提供するよう配慮する」（昭和５５年４月２６日付け職業
安定局長通知）、及び「特定の会員を特定の業務に長期間、継続して就業させる
ことなく、できるだけ多くの会員が、就業の機会が得られるようローテーションを組
むなど十分な考慮が払われることが必要」（昭和５６年９月１日付け失業対策部企
画課長通知）と指導
○ シルバー人材センターによる仕事の提供において、同一の会員が同一の仕

事に長期間就業しているため、同センターに登録している者が就業できなかっ
た例等あり

《勧告要旨》
シルバー人材センターの会員が雇用関係を有しない就業を通して自己の労働能

力を活用するという本来の趣旨に沿って、会員の能力と希望に応じて公平な就業
が実現するよう都道府県に対し助言・指導すること。

３ 高齢者の職業能力開発の効果的実施
・ 国（雇用・能力開発機構）は、職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）

に基づき、職業能力開発校等を設置等して、労働者に対する職業訓練を実施
・ その一つとして、５５歳以上の離転職者等を対象者として含む就職支援コー

スを設定。同コースは、事業主団体等への委託により行われており、訓練生の
募集や委託に係る業務は、雇用・能力開発機構の地方機関である都道府県セ
ンター（以下「機構センター」という。）が実施

・ 就職支援コースにおける訓練科には、機構センターが訓練委託先を開拓した



上で訓練希望者を募って開設する、いわゆる常設科と機構センターが独自に訓
練希望者の希望職種を確認した上で訓練委託先を開拓し開設する、いわゆる
随時科の２つの形態がある。

○ 常設科について、その訓練修了者の就職状況をみると、調査した１７機構センタ
ーが平成１１年度に開設した７４訓練科のうち、就職者が皆無となっているものが
１３訓練科（１７．６％）あり、また、そのうち５訓練科は、１２年度も引き続き開設し
たが、４訓練科の就職率は低調 

一方、厚生労働省は、常設科に関して、改廃等見直しを行う際の指針を未作成
○ 平成１１年度における訓練修了者の就職率は、常設科（７４訓練科）では、

４１．４％（修了者５７０人中就職者２３６人）であるのに対し、随時科（９５訓練科）
では、６６．９％（修了者１７８人中就職者１１９人）と高い。一方、機構センターの中
には、随時科を全く開設していないものあり（６センター）

《勧告要旨》

1. 就職支援コースの常設科について、就職に結び付く訓練科の設定を確保する
ための改廃等の見直しを行う際の指針を作成した上、雇用・能力開発機構に対
し、これに基づいて訓練科の見直しを行うよう指導すること。

2. 雇用・能力開発機構に対し、就職支援コースの実施に当たっては、随時科の
開設に積極的に取り組むよう指導すること。

４ その他の勧告事項
・ 高年齢者雇用アドバイザーによる企画立案サービス等の適切な実施
・ 高齢期雇用就業支援センター等の運営の見直し
・ シルバー人材センターにおける就業機会の開拓事業及びシニアワークプログラ
ムの見直し


